






要約:地域保健法により、乳幼児健診は市町村が行うことになった。これらの健診で発達

上の問題がありとされた乳幼児に対する支援のあり方について検討した。市町村の人口規

模、母子担当職員の充足度、地域の専門的機関の設置状況などにより支援活動の方策は変

わってくる。埼玉県内の状況を考慮したガイドラインを検討した。


